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第三者割当増資の結果に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 21 年 7 月 1 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発

行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 
 

記 

  

1. 発 行 新 株 式 数   195,600,000 株

 

2. 払 込 金 額 の 総 額   34,503,840,000 円

 

3. 増加する資本金および 

資 本 準 備 金 の 額 

 

 

増加する資本金の額 17,251,920,000 円

増加する資本準備金の額 17,251,920,000 円

 

 



＜ご参考＞ 

1. 今回の第三者割当増資は、平成 21 年 7 月 1 日開催の当社取締役会において募集による新株式発行

（一般募集）および当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる国内売出し）と同時に決

議されたものです。 

今回の第三者割当増資の内容等については平成 21 年 7 月 1 日付の「新株式発行および株式売出し

ならびに新株式発行に係る発行登録の取下げについて」および平成 21 年 7 月 15 日付の「発行価

格および売出価格等の決定について」をご参照下さい。 
 

2. 今回の公募増資および第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

発 行 済 株 式 総 数 普通株式 11,179,164,300 株

（平成 2 1 年 6 月 3 0 日現在） 第十一回第十一種優先株式 914,752,000 株

 第十三回第十三種優先株式 36,690,000 株

 合  計 12,130,606,300 株

公 募 増 資 に よ る 増 加 株 式 数 普通株式 2,804,400,000 株

公 募 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数 普通株式 13,983,564,300 株

 第十一回第十一種優先株式 914,752,000 株

 第十三回第十三種優先株式 36,690,000 株

 合  計 14,935,006,300 株

第三者割当増資による増加株式数 普通株式 195,600,000 株

第三者割当増資後の発行済株式総数 普通株式 14,179,164,300 株

 第十一回第十一種優先株式 914,752,000 株

 第十三回第十三種優先株式 36,690,000 株

 合  計 15,130,606,300 株

（注）当社は、取得請求権付優先株式および新株予約権を発行しているため、発行済株式総数

は平成 21 年 6 月 30 日現在の数字を用いています。 

 

3. 調達資金の使途 

今回の第三者割当増資による差引手取概算額 34,328,840,000 円、当該第三者割当増資と同日付

をもって決議された国内一般募集の差引手取概算額 228,853,160,000 円および海外募集の差引手

取概算額 263,197,000,000 円を合わせた差引手取概算額合計 526,379,000,000 円については、当

社連結子会社への出資に充当する予定です。 

以上 
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